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「思いやりのあるやさしい子・元気よく遊べる子・頑張り強い子」を保育
目標とし、素直でのびのびとした感性、溢れる意欲と体力、仲間を思い
やる心を育てながら、基本的な生活習慣を身に付け、こどもが望ましい
未来をつくり出す力の基礎を培う保育を、年齢別に総合的に目指します。

《対　　象》　就学前の乳幼児（入所日に生後６カ月を迎えていること）

《定　　員》　大谷保育所…１２０名　木原保育所…８０名

《保育日数》　約２９０日（休日…日曜日、祝日、年末年始）

《給　　食》　 ▼３歳児以上…副食のみ（主食は持参）、おやつ

　 　 　 　 　　 ▼３歳児未満…完全給食

１０月１日（火）より申込書類を配布します。必要事項をご記入のうえ、受付期間内に提出してください。

◇申込書類配布・申込受付

・子育て支援課（役場２階）☎０２９－８８５－０３４０（内）２３２　美浦村受領１５１５

・子育て支援センター（みほふれ愛プラザ１階）☎０２９－８８５－６５１１　美浦村宮地１２１１－２

◇受付期間　１１月１１日（月）～１５日（金）午後１時～４時

◇入所の決定方法　保護者の「保育を必要とする事由」や世帯の状況に応じて、保育の必要度を点数化
し、点数の高い順から入所を決定します。　※受付期間終了後も随時申請を受け付けます。

一人ひとりを大切にし、社会力や基本的な生活習慣の定着を図ると共に、
自然との触れ合いを増進することでより良い感性を育成していきます。
特に、挨拶の励行、集団行動のあり方、体力の育成、言葉・文字への親
しみの育成、想像性・創造性の育成を目指します。また、社会力のある
園児の育成ができるよう、家庭や地域との連携を深め、ＰＴＡサークル
活動や家庭教育学級を通して積極的に保護者の参加を促すことにより、
開かれた園を目指します。

※受付期間中の午前１０時～正午は、園の様子を見学することができます。

美浦幼稚園で随時配布している入園申請書に必要事項をご記入のうえ、受付期間内に美浦幼稚園へ直
接提出してください。郵送による申し込みは受け付けできません。

※「３歳児」対象世帯には９月中旬に入園案内と入園申請書を送付します。

◇受付期間　１０月９日（水）～１８日（金）午前８時３０分～午後４時３０分　※土・日・祝日を除く。

◇入園の決定方法

▼３歳児　申し込みが定員を超えた場合は抽選を行います。抽選を行う場合の日時や抽選方法に　　
　　　　ついては、美浦幼稚園から後日お知らせします。

▼４・５歳児　定員になり次第受け付けを締め切ります。

※申し込みが定員に満たない場合は受付期間終了後も随時申請を受け付けていますので、美浦幼稚園
へお問い合せください。

《対　　象》　村内在住で入園を希望する幼児

《定　　員》　 ▼３歳児（Ｈ２８.４.２～Ｈ２９.４.１生まれ）…定員６０名（３クラス)　募集人数６０名
　　　　　　 ▼４歳児（Ｈ２７.４.２～Ｈ２８.４.１生まれ）…定員７０名（２クラス)　募集人数３７名
　　　　　　 ▼５歳児（Ｈ２６.４.２～Ｈ２７.４.１生まれ）…定員７０名（２クラス)　募集人数３３名

《保育日数》　約２００日（休日…土・日曜日、祝日、夏季・冬季・春季休業日、創立記念日）

《給　　食》　水・木・金曜日給食（月・火曜日は弁当持参）

美 浦 幼 稚 園

大 谷 保 育 所・木 原 保 育 所

〔 令和元年８月現在 〕

〔 令和元年８月現在 〕

７：３０　～　預かり保育
　　（希望者のみ実施）

８：３０　～　登園、保育

１２：００　～　昼食

１４：００　　　降園

１８：００まで預かり保育
　　（希望者のみ実施）

７：３０　～　早朝保育

８：３０　～　登所、保育

１１：３０　～　昼食

１３：００　～　昼寝

１５：００　～　おやつ

１６：００　　　降所

１８：３０まで夕方保育

※土曜日は希望保育
　（８：００～１７：３０）

申込方法

申込方法

スケジュール

スケジュール

支給認定について

施設利用にあたっては、教育・保育の必要に応じた「支給認定」を受ける必要があります。

対象となるために、事前に手続きが必要な場合があります。

１０月から国における幼児教育・保育の無償化が開始されます

《認定区分》

１号…お子さんが満３歳以上で、認定こども園・幼稚園での教育を希望する場合

２号…お子さんが満３歳以上で、保護者が「保育を必要とする事由※」に該当し、保育を希望する場合

３号…お子さんが満３歳未満で、保護者が「保育を必要とする事由※」に該当し、保育を希望する場合

□月６０時間以上の就労　□妊娠・出産　□保護者の疾病・障がい　□災害復旧　□求職活動

□同居または長期入院している親族の介護・看護　□就学　□虐待やＤＶの恐れがあること

※保育を必要とする事由

■新制度に移行していない幼稚園もあります。その園を利用する場合は認定を受ける必要はありません。

■美浦村の申請書は「支給認定」と「施設利用申込」を兼ねています。

▲

認定こども園・私立幼稚園を利用したい方は施設に直接申請してください。

▲

仕事の都合などで村外の保育園等を利用したい方はまず子育て支援課で申請してください。
園の属する市町村の申込期限１０日前までに申請してください。

▲

美浦幼稚園、大谷保育所・木原保育所を利用したい方は次ページをご覧ください。

▲

美浦幼稚園、大谷保育所・木原保育所を利用したい方は次ページをご覧ください。

《無償化の対象》

◎３～５歳児

◎住民税非課税世帯の０～２歳児

＊「３～５歳児」とは、満３歳になった後の４月１日から小学校入学前までの３年間です。幼稚園について
　は、入園できる時期に合わせて満３歳から無償化されます。

施設種別 ３～５歳児 住民税非課税世帯の０～２歳児 手続き

新制度に移行している（１号認定）※１

新制度に移行していない※１

保育の必要性の設定を受けた
子どもの預かり保育

無料

月額２５，７００円を上限に給付

月額１１，３００円を上限に給付
＊住民税非課税世帯の満３歳
　児のみ月額１６，３００円

保育所等（２・３号認定）

保育所等を利用しておらず保育の必要性の認定
を受けた子どもの認可外保育施設、一時預かり
事業（幼稚園型以外）、病児・病後児保育事業、
ファミリー・サポート・センター事業

無料

月額３７，０００円を上限に給付

幼
稚
園
等

月額４２，０００円を上限に給付

無料

ー

ー

ー

要※３

不要

要※２

要※２

不要

※１　子ども・子育て支援新制度の移行については各園にお問い合わせください　
※２　園を通じて申請書を配布
※３　役場にて認定手続き（申請書は子育て支援課にあります）      

幼稚園・保育所入所案内幼稚園・保育所入所案内幼稚園・保育所入所案内

令和２年度令和２年度令和２年度

■問合せ　村教育委員会子育て支援課　☎０２９－８８５－０３４０（内）２３２■問合せ　村教育委員会子育て支援課　☎０２９－８８５－０３４０（内）２３２


